
 
 

  南相馬市では、河川や道路の清掃活動や美化活動及び維持管理作業に関して、

作業の支援、効率化を推進するため、除草機械の貸出をしています。 

00 貸出対象者  

行政区等が中心となる清掃活動や美化活動を行う団体 

00 使用対象箇所  

南相馬市が管理する河川及び道路等 

00 費用 00 

貸出無償 

・燃料費については、貸し出し時に燃料満タンで貸し出しを行う。 

  その後作業の進捗に応じての給油は行政区等にて行う。 

・除草機械の運搬は利用者で行う（軽トラックに積載可能） 

00 貸出方法 00 

・借用前に「除草機械貸出申請書」を機械管理する下記お問い合わせ先に申請お願いします。 

00 機械 00 

① スパイダーモア（法面・傾斜用）       ②ウイングモア（あぜ道・畦畔用） 

       

 

刈幅       430ｍｍ             310ｍｍ×2 

寸法       全長 1,400×全幅 480×全高 970  全長 1,780×全幅 880×全高 940  

重量       42ｋｇ              71ｋｇ 

草刈面積（㎡）  400ｍ2              2,000ｍ2 

00 お問合せ先 00  建設部 土木課 維持係 ２４－５２５８ 

00 申請方法 00    

利用者              市 

      ①除草機械貸出申請書      ②申請書の受理・許可 

③ 引き渡し           （３か月前～５日前までに申請） 

④ 除草実施 

⑤ 除草機械の返却       ⑥除草機械の受理（立会・状況確認） 

⑦実績報告書 提出 

※貸出台数２台 貸出順は先着順とし、貸出期間は原則最大７日間 

      除草機械の貸出について
 

 


